
主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局
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事業の概要 |

1 趣 旨

警察官としての経験を牛かした指導 ・助言を受けることなどによ

り、児童虐待の調査や援助を拒否する家庭に対し、より効果的な対

応を行い、深刻化する児童虐待の迅速な対応を図る。

2 内  容

(1)配 置場所

市内 2か 所の児童相談所 (各1名 配置)

(2)配 置警察官の階級

警部補

(3)業 務内容

ア 警 察機関との連絡調整

イ 安 全確認、立入調t査、臨検 ・捜索等を円滑かつ効果的に行うた

めの同行、指導 ・助言等

子ども育成部子ども福祉課 電 話972-2517(内 線 2517)
担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も童塑 重 週

家庭福祉相談員の配置

2 3 , 3 0 0 千 円

1 趣 旨

児童虐待やDVの 防止のため、嘱託職員を区役所に新たに配置す

ることにより、ハイリスクと想定される家庭の1青報収集を行うとと

もに、迅速な現地での安全確認を行うなど、継続的な支援の充実を

図る。

2 内  容

(1)配 置体制

相談件数の多い6区 に1人ずつ配置

(2)業 務内容

ア 支 援を要する家庭の情報収集、児童等の安全確認

イ 児 童虐待等の児童福祉に関する相談対応、継続的支援

ウ DV被 害者等の女性福祉に関する相談対応、継続的支援

<参 考>

子ども家庭相談員 (虐待防止対応)   各 区 1人

女性福祉相談員  (DV防 止対応)   各 区 1人

事業の概要

子ども育成部 子 ども福祉課 電 話 972-2519(内 線 2519)
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

小規模住居型児童養育事業

14, 278千 円

事 項

予 定  額

事業の概要

趣 旨

施設に代わり養育者の住居において、社会的に養護が必要な標数

の児童を家庭的な環境で育てることにより、児童間の相互作用を活

かしっつ、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立4支 援す

る。

実施か所

市内 1か所

入居舞員
5 人

開所時期

平成 23年 5月

子ども育成部 子 ども福祉課 電 話972-2519(内 線 2519)
担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

項事 公立保育所の民間移管準備

4 0 1 ,  3 4 8千 円

1 趣 旨

公立保育所の民間移管に伴い、新たな保育所を整備 し、多様な保

育ニーズに応えるとともに入所待機児童の解消を図る。

また、移管による入所児童への影響をできるだけ少なくし、円滑

に移管するために必要な措置を講ずる。

2 内  容

(1)整 備補助等

区 分 苗代保育園 汐見が丘保育園

整備予定 地 守山区野萩町 緑区潮見が丘一丁 目

事 業 主 体
社会福祉法人

名北福社会

社会福祉法人

明星会

定 由貝

9 0 人一) 1 2 0 人

( 5 0 人→ 5 0 人 )

1 0 0 人一) 1 3 0 人

( 2 0 人→ 5 0 人 )

開 所 予 定 平成 24年 4月 平成 24年 4月

※苗代保育園'こういては、従来の定員60人 (40人 )を平成

22、 23年 度の 2か 年で段階的に整備 (苗代保育園は平成

23年 3月に廃園予定)

※汐見が丘保育園については、用地購入費を含む

※定員の ( )は 3歳未満児 (再掲)

(2)引 継ぎ ・共同保育

汐見が丘保育園については、引き継ぎ先法人より保育士を5人受

け入れることにより、共同して保育を実施する。

子育て家庭部 保 育企画室 電 話 972-3093(内 線 309〕

予 定  額

事業の概要

担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も

民間保育所の整備補助

1 , 4 2 5 , 3 4 6 千 円

事 項

予 定  額

事業の概要

民間保育所の新設整備や増改築整備の補助を行 うことにより、

入所待機児童の解消や入所児童の安全確保を図る。

2 内  容

(1)新 設整備 (新規分)

(2)新 設整備 (平成 22年 9月 補正からの継続分)

(3)増 築 ・改築整備

8か 所

5か F折

3か 所

※ ( )は 3歳未満児 (再掲)

3 整 備補助に伴う定員増加数

※定員増加数の ( )は 3歳未満)

※詳細は別紙参照

<参 考>入 所待機児童数の推移

子育て家庭部 保 育企画室 電 話 972-3093(内 線 3093)
担 当  課
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別紙

民間保育所整備の概要  〔新設整備 (新規分) 8か 所〕

守山区上志段味守山区平池東港区秋葉二丁目整備 予定地

新設社会福祉法人
社会福祉法人

サンライフ
新設社会福祉法人

9 0 ノ(

( 4 5 メ、)

90人

(40メ 、)

9 0 ノ＼

( 4 0 人)

平成 24年 4月

緑区兵庫
一丁 目緑区砂田二丁目守山区吉根整備 予定地

社会福祉法人

池内福社会
新設社会福祉法人新設社会福祉法人

9 0 か、

( 4 5 人)

1 2 0 人

( 5 0 人)

1 2 0 人

( 5 0 人)

平成 24年 4月

天白区中平一丁目
整備 予定地

社会福祉法人

天白福社会
新設社会福祉法人

13人 → 60人

(13人 → 30人 )

<分 園の本園化>`

90人

(40人 )

平成 24年 4月

※定員の ( )は 3歳 未満児 (再掲)



守山区青山台南区明円町西区市場木町整備予定 地

社会福祉法人

正紀会

社会福祉法人

諏訪福社会
事 業 主 体

6 0 ノ【

(3 0ノ()

9 0 ノ【

( 4 0 人)

4 0 人

( 4 0 人)

平成 23年 9月

民間保育所整備の概要 〔新設整備 (継続分) 5か所〕

民間保育所整備の概要 〔増築 ・改築整備 3か 所〕

別紙

※定員の ( )は

3歳未満児 (再掲)

天白区元八事四丁目
緑区武路町整備予定地

社会福祉法人

照心福祉会

社会福祉法人

英沿会
事 業 主 体

4 0 人

( 4 0 人)

9 0 人

( 4 0 人)

平成 23年 9月

天白区福池二丁 目
緑区,大高町緑区鳴海町整備予定地

社会福祉法人

野並福社会

社会福祉法人

名南子どもの家

社会福祉法人

有松幼睦園
事 業 主 体

2 5 0ノ(T)2 7 6ノ【

(9 6ノ、一)1 2 2ノ代)

60メ ギ>90人

(30人 → 45人 )

2 4 0 人

( 6 0 人)

平成 24年 4月
定員変更予定
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主 な 施 策 等 一 覧

新たな手法による民間保育所の設置

1 4 1 , 2 7 1 千円

1 趣 旨

入所待機児童が多いにもかかわらず、土地の確保が困難な地域に

おいて、既存の建物を活用するとともに、運営法人を公募し、民間

保育所の設置を行うことにより、増加する入所待機児童の解消を図

る。

※定員の ( )は 3歳未満児 (再掲)

※予定額には、平成22年 度中に設置予定の賃貸方式による分園3か

所 (うち2か所は平成22年 9月補正)の 賃借料等を含む

容内

賃貸方式による

保育所 (分園)
賃貸方式による

保育所 (本園)

廃止する市立

幼稚園園舎を

活用 した保育所

待機児童が多く土地の確保が

困難な市が必要と認める地域
西区西原町

(旧平田幼稚園)設置予定地

20人

(20人 )

6 0 人

( 3 0 人)

6 0 人

( 3 0 人)

平成 23年 10月平成 24年 4月

事業の概要

子育て家庭部 保 育企画室 電 話  972-3093(内 線 3093)

子 ど も 青 卵



主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

民間児童養護施設の整備補助

4 2 , 8 5 5 千円

事 項

予 定  額

事業の概要

1 趣 旨

老朽化した民間児童養護施設の改築に対して整備補助を行うこと

により、入所児童の生活環境の向上を図る。

2 内  容

(1)施 設名

児童養護施設 金 城六華園 (昭和 42年 築)

(2)所 在地

守山区大字中志段味字古山田 (現地改築)

(3)設 置 ・運営主体

社会福祉法人 金 城六華園

(4)定 員

40人 → 45か

(5)整 備年度

平成 23～ 24年 度 (2か 年)

(6)施 設機能強化

小グループによる家庭的な環境での生活ができる施設構造 とす

ることで、入所児童のケア向上を図る。

子ども育成部 子 ども福祉課 電 話 972二 2519(内 練 2519)
担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧
子ども青少年局

熱田福社会館 ・児童館移転改築の設計等

19, 950 千 円

1 趣 旨

平成15年 度から旧区役所施設を利用し優設運営している

熱田福祉会館と、熱田児童館との合築による移転改築に向け

て、設計等を行う。

2 整 備予定地

熱田区四番二丁目 (熱田青年の家跡地)

3 施 設の概要

(1)延 床面積  1, 250m

(福社会館 660拭 、児童館 590ぷ )

(2)併 設施設  船 方コミュニテイセンター

4 整 備計画

平成 23年 度 旧 熱田青年の家解体、設計着手

平成 24年 度 設 計完了、建設工事着手

平成 25年 度 建 設工事完了

平成 26年 度 開 設

(参考)

現福祉会館

住所 :熱 田区旗屋二丁 目9番 20号 (1日熱田区役所別棟)

※平成 15年 12月 より仮設運営

現児童館

住所 :熱 田区
一番三丁 目2番 5号

開設 :昭和 55年 5月

事業の概要

( 健康 福 祉 局)

高齢福祉部 高 齢福祉課 電 話 972-2

(子ども青少年局)

子ども育成部青少年自立支援室 電話972T2

5 4 2 (内 線 2 5 4 2 )

5 2 1 (内 線 2 5 2 1 )

担  当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

子ども。子育て新システムの対応に向けた調査
事 項

予 定  額 14, 000千 円

事業の概要

趣 旨

国において、平成 25年 度施行 に向け検討されている 「子 ど

も 。子育て新システム」のうち、幼保
一体給付 (仮称)の 実施に

関 しての基礎 となる保育等の市民ニーズやその提供体制な どの現

状について調査を行 う。

2 内  容

(1)子 育てサービスのニーズ調査

乳幼児等のいる世帯を対象に、子育てサービス全般に関して

利用を希望するサービス内容等を調査することにより、二~ズ

(潜在的ニーズを含む)を 把握する。

(2)事 業者の事業参入意向評査

壬含む)、 幼稚園等の事業参入意向
保育所 (認可外保育施設芝

等を調査し、サービス供給可能量等を把握する。

子育て家庭部 保 育企画室 電 話  972-2524(内 線 2520

 ヽ                       ____一 一 一 一 一 一 十 ~十 ~~~~~一
十 ~~十 一 ~

担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

束部地域療育センターの整備に向けた準備

205千 円

1 趣 旨

身近な地域で相談から医療 ・訓1練等
一貫した療育を実施する拠点

として、市内東部方面において、東部地域療育センターを整備する

ことにより、障害のある児童及びその疑いのある児童について、障

害の早期発見とその軽減を図る。平成23年 度は東部地域療育セン

ターを整備 ・運営する社会福祉法人を選定する。

2 内  容

整備 ・運営法人選定のための会議開催経費

3 整 備計画

(1)設 置運営

市有地の無償貸与による民立民営

(2)整 備予定地

千種区猫洞通 (身体障害者更生援護施設緑風荘敷地の一部)

(3)事 業計画

平成 23年 度 整 備 ・運営法人選定

平成 24年 度 既 存建物取壊

土地造成

選定された法人による整備 (平成 25年 度まで

の 2か 年)

平成 26年 度 開 設

子ども育成部 子 ども福祉課 電 話 972-2517(内 線 2517)

項事

予 定  額

事業の概要

担 当  課



主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

子ども手当事 項

予 定  額 48, 698, 167千 円 (事務費を除く)

事業の概要

1 趣 旨

子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの

健やかな育ちを支援する。

2 内  容

(1)支 給額 (平成 23年 4月分から適用)

3歳未満の子ども1人 につき

月額 20, 000円 (平成22年 度 13, 000円 )

3歳以上中学校修了前までの子ども1人につき

月額 13; 000円 (平成2、2年度 13, 000円 )

(2)主 な支給要件の変更 (平成23年 6月分から適用)

ア子どもに国内居住要件を追加 (留学中の場合等を除く)

イ 児童福祉施設に入所 している子 ども等については、施設設置

者等に手当を支給

3 事 業内容

(1)支 給対象者

中学校修了前までの子 どもを養育する者

(2)支 給対象となる子 どもの数
…
    2 8 6,  5 3 3ノ 、

4 財  源

5 そ の他

平成 24年 度以降における子 ども手当については、国の平成 24
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子育て家庭部 子 育て支援課 電 話972-3197(内 線 3197)
担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧

病児 ・病後児デイケア事業

89, 695千 円

母麿忌危亀擦暫履屑得露複髭芸審屏努匡嚢だ]講客「霞畠擁啓璽
の実施か所数の拡大及び委託料の算出方法の変更により、子育て

支援の充実を図る。

2

( 1

内 容

)実 施か所

3 事 業内容

(1)利 用対象児童

ア 単 独型 。保育所型

イ 医 療機関型

病気回復期にある就学前児童

病気または病気回復期にある小学校

3年生以下の児童

(2)

(3)

開設時間  月 曜日～土曜日の8時 ～ 18時 (原則)

利用料 (日額)

23年 度 前年度比較
区  分 定  員

単 独  型 4人 1カ アゝ折

1か 所
保 育 所 型 4人

2か 所増

医療機関型
4人 6か ナ折

6人 2か 所

委託料の算出方法の変更

利用実績に関わらず

定額の人件費により算出利用実績に基づく加算方式

た10時間

生活保護世帯

市民税非課税世帯
1,500円

所得税非課税世帯

所得税課税世帯

事業の概要

子育て家庭部 保 育企画室 電話572-2528(内 線2528)



主 な 施 策 等 一 覧よ 八 〒 弟

地域子育て支援センター事業
事 項

予 定  額 1 9 o , 8 1 2 千 円

事業の概要

趣 旨

子育てに関する相談事業や親子の交流の場の提供及び交流の促

進等を保育所において実施する地域子育て支援センター事業の実

施か所数を拡大し、子育て家庭に対する育児支援の充実を図る。

９

０

3 事 業内容

(1)利 用対象者

乳幼児及びその保護者

(2 )開 設 日時

原則として、週 5日 以上、 1日 5時 間以上

(3)実 施内容

ア 育 児不安等子育てに関する相談、援助

ィ 親 子の交流の場の提供と交流の促進

ゥ 子 育て関連情報の提供

ェ 子 育て及び子育て支援に関する講習等の実施

ォ 子 育て環境の向上を図るための地域支援活動の実施

など

/占 始 9氏9父ヽ

担 当  課
子育て家庭部 保 育企画室

子育て家庭部 保 育運営課

電 話 9 γ Z ~ Z  D  t t  O ＼r J 朋中 t 7 ・J V ′

電話 972-2525(内 線 2525)
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主 な 施 策 等 一 覧

留守家庭児童健全育成事業助成

747, 179千 円

1 趣 旨

国の補助に準じて受入児童数等に応じた助成を実施している留守家庭

児童健全育成事業について、助成内容を拡充することにより、下校後に

保護者が不在な児童の健全な育成を図る。

2 拡 充内容

留守家庭児童育成会が新たに障害児を受け入れるために、留守家庭

児童専用室に必要な改修を行つた場合、その改修費用の2分 の 1を布

功 (助成限度額 125千 円)

※国の放課後児童クラブ障害児受入促進事業を活用

3 そ の他

平成 22年 度における国基準並み助成内容への変更に伴 う緩和措置

は継続実施

事業の概要

子ども育成部 青 少年自立支援室 電話972-2521(内 線2521)

子 ど も 青 少 年 局



主 な 施 策 等 一 覧
子 ど も 青 少 年 局

子ども医療費の助成
事 項

予 定  額 8, 540, 876千 円

事業の概要

1 趣 旨

堪宮と葬F場3で法拝登饗堰岳雪昏軽亀后ン と話 も
を

2 内 容

(1違
程公寵

垂浬
て
大を平脊豊騒告星昼警姿、通院:小学校6年生まで)

(2)実 施時期

平成 23年 10月

3 事 業内容

(1準

寓径雇所があり、医療保険に加入している中学校 3年 生までの

子ども (生活保護受給者を除く)

(2と

整窒密冒ち、保険診療にかかる自己集禅分

―
―

―

―

―

―

―
―

―

―

―

―

―
十

１

１

１

１

１
…

―

―

―

―

(3)そ の他

入院分は中学生まで、通院分は就学前までt 1/2県 費補助あり

子育て家庭部 子 育て支援課 電 話 972-3083(内 線 3083)

担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

ひとり親家庭への養育費手続き等の支援      '

1 , 9 9 2 千 円

1 趣 旨

養育費取得についての相談に加え、養育費を具体的に取決め

る調停手続き等に対する支援を行うことにより、養育費の確保

の実効性を高める。

2 拡 充内容

(1)調 停手続き等の支援

調停に必要な答弁書等の作成援助及び調停の場への同行、

助言等

(2)対 象者

養育費取得相談者のうち、名古屋市ひとり親家摩手当の

受給者

(参考)

養育費取得相談事業

(1)事 業内容

電話による相談及び司法書士による面接相談

(2)対 象者

母子家庭の母、父子家庭の父及び離婚前に養育費につぃて

相談を希望する者

事業の概要

子育て家庭部 子 育て支援課 電話572-2522(内線2522)



主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

民間知的障害児通園施設の定員拡大

1 , 2 7 7 , 5 5 5 千 円

事 項

予 定  額

事業の概要

趣 旨

知的障害のある就学前の児童が、親子又い単独で通園し、基本的

な生活習慣づくりや集団生活への参加などの療育を通じて、子ども

の成長、発達を支援する施設の定員を拡大することにより、その児

童の健全な育成を図る。

‐

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

，―

ト

ー

ト

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

内 容

良問知的障害児通園施設

4か 所 定 員 126人 (平成22年 度 120人 )

子ども育成部 子 ども福祉課 電 話972-2520(内 線 2520)

担 当  課
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主 な施策等 一
勇

子 ど も 青 少 年 局

3 4 , 9 1 0 千 円

1 趣 旨

保育所等が休みとなる日曜、祝日に保護者の就労等により児童

が保育に欠ける場合の需要に対応するために休日保育事業を行う

保育所の実施か所数を拡大し、保護者の就労形態の多様化に対応

する。

3 事 業内容

(1)利 用対象児童

保育所等 (家庭保育室

(2)利 用料 (日額)

託児室を含む)の 入所児童

※

3 ) 定

1

この他、飲食費等の実費相当額を負担

員

か所あた り10人

実施か所

前年度比較

民間保育所

利 用  時  間

生活保護世帯

市民税非課税世帯

所得税非課税世帯

2,000円1,200円所得税課税世帯

事業の概要

子育て家庭部 保 育企画室 電話972-2528(内 線 2528)



主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

延長保育事業

1 , 0 7 5 , 2 4 0 千 円

趣 旨

保育所における通常の開所時間 11時 間を超えて延長保育を行

う保育所の実施か所数を拡大することにより、保護者の就労時間

の多様化に対応する。

2 内

( 1 )

ア

容

実施か所

昼間保育所 (原則 8時 )

ィ 夜 問保育取 (原則として 11時 ～ 22時 )

(2)補 助内容

民間保育所に対して、夕刻に保育する障害児

7,000円を補助額に加算する。

1人 あた り月額

2か 所増67か 所

1時 間延長 (概ね 18時～19時) 6か 所増94か 所

2時 間延長 (概ね 18時型

4時 間延長 (概ね 18時～22時 )

1か 所増
6時 間延長 (概ね 18時 型

3時 間延長 (概ね 22時 ～1時)

1か所減
4時 間延長 (概ね 7時 型

事業の概要

子育て家庭部 保 育企画室 電 話

子育て家庭部 保 育運営課 電 話

972-2528(内 線 252働

972-2525(内 線 2525)

-21-



主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も

個人実施型家庭保育室

114,053千 円

趣 旨

家庭的保育者が自身の居宅等において実施する個人実施型家庭

保育室について、5人 型の実施か所数を拡大することにより、入

所待機児童の解消を図る。

※前年度比較中、 3人 型 2か 所滅は 5

の残 り3か 所増については、平成 2

人型に振り替え実施中古5人聖

3年 8月開始予定

2 実 施か所

前年度比較 (※)
区  分 23年 度

3人 型 18か 所 2か 所滅

5人 型 8か 「折 5か 所増

3 事 業内容

原則 3歳 未満児
利 用 対 象 児 童

賃貸アパート等
保育者 自身の居宅

本市保育料に同じ

事業の概要

子育て家庭部 保 育企画室 電 話 972-2528(内 線 2528)
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主 な 施 策 等 一 覧
子 ど も 青 少 年 局

打 ヽ  ｀ J     / ~

保育所実施型家庭保育室
事 項

予 定  額 281, 827千 円

要概の業事
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猛雪]経雇警窒垢墜軽景最垂ゼ素夫審堵ゼど花香警F柔緑雇軽覆
童の解消を図る。

2 実 施か所

※3か所増については、平成?3年 8月開始予定
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事業内容

子育て家庭部 保 育企画室 電 話  9′72-2528(内 線 2528)

担 当  課
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主 な 施 策 等
一 覧 子 ど も 青 少 年 局

一時保育事業

149, 094千 円

趣 旨

短時間のパー ト勤務など保護者の短時間就労への対応や、保護

者の傷病等による緊急時の対応のほか、新たな気持ちで育児に取

讐望望あ皇据]1最豪を系美挙畜こ径塁十こ蛋研F::魯 隼皇≧石舞餐

を図る。

2 内 容

(1)実 施か所

(2)補 助内容

定員6人 を上回る受け入れを行つた場合に、

に配置できるよう補助

非常勤職員を新た

4 利 用料 (日額)

前年度比較

3か 所増33か 所民間保育所

内  容

=戻語蓄万誘茅【就学等により、家庭保育が

困難になる場合に週 3日 を限度として利用
=非定型保育事業

冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由に

より、緊急 。一時的に利用 (原則日曜 ・祝日

を含む連続した14日以内)
緊急保育事業

新たな気持ちで育児に取 り組むため、 1か

月に 3日 以内を限度 として利用
リフレッシユ

保育事業

利 用 時 間

生活保護世帯

市民税非課税世帯

1,000円
所得税非課税世帯

1,600円1,200円所得税課税世帯

事業の概要

子育て家庭部 保 育企画事 電話972-2528(内 線2528)



主な施策等一
勇

子 ど も 青 少 年 局
ハ 百 烈

産休・育休あけ保育所入所予約事業
事 項

予 定  額 55, 644千 円

事業の概要

産体 ・育休あけ時に保育所に入所できるよう、産休 ・育休開始

時に入所する保育所を指定 して予約を行 う、保育所八所予約事業

の実施か所数を拡大 し、子育て家庭に対する就労支援の充実を顕

る。

こ伴うもの。

予約時期

出産前休暇に入つた日以降に入所予定日

定して予約する。

・入所予定保育所を特

子育て家庭部 保 育企画室

子育て家庭部 保 育運営課

電話 972-2528(内 線 2528)

972-2525(内 線 2525)
電話担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

公立保育所入所枠の拡大

8 2 6 , 2 5 5 千 円

1 趣 旨

入所待機児童の多い地域の公立保育所において、

えて児童を入所させる入所枠拡大 (定員超過入所)

充することにより、入所待機児童の解消を図る。

入所定員 を超

の実施園を拡

Y立 甫ワ2笙 9月補正による、 3歳未満児の実施か所数 7か所増、
※平成 22年 9月補正

超過入所見込児革数49人 増を含む

loか 所増104か 所実施か所数

3歳 未満児

超過入所見込

児童数

2か 所増14か 所実施か所数

3 歳 児

超過入所見込

児童数

平成23年 度公立保育所数 1 2 1か 所

事業の概要

子育て家庭部 保 育運営課 、電話 972-2525(内 線 2525)

_9R一



主 な 施 策 等 一 覧
健 康 福 祉 局

子 ども青少年局

市 民 経 済 局

区役所支所における福祉業務の拡充準備

5 1 ,  3 5 9千 円

項事

予  定  額

事 業 の概 要

:巨岳昆有辱轟琶孫卓琶をビ暑f亀喬聖騒壱援発号行軽量畢
壁魯賃後

]言岳畳密予宮督ラ茅亨歩f愛皇響豊蟹芦鰭潜蒼室漏緊
関`連シス

2 内 容

(1)福 祉業務に必要なシステムのためのLAN配 裸工事及び関
手

シ
|

ステムの移設                      i

(2)庁 舎レイアウ ト変更工事等                 |

)福祉業務

主 な  業

健康保険)、(国民年金)

医療)、(介護保険)

1手帳)、(敬老パス)

i人ホーム入所、甲常生活

!も手当)、保育所入所、

申請、訪問指導、保護[

ヨ害者手帳、愛護手帳ヽ4

言害者手当、障害福祉サ｀

宅所において実施してい

電話 972-2509
(健康福祉局) 総 務課

電話9ヤ 2-3195
(子ども青少年局)総務諜

(市民経済局)地域振興部 区政課 電話972-3112

(内線 2509)

(内線 3195)

(内線 3112)担  当  課

-27-



子 ど も 青 少 年 局

238,876千 円

障害児デイケア事業

趣 旨

保護者の就労等のため、放課後において活動場所が必要な障害

のある中学 ・高校生に対し、安心して活動できる場所を提供する

事業の実施か所数を拡大することにより、その児童の健全な育成

を図る。

実施か所

市内 14か 所

(1か 所当た り1

(前年度比較 2か 所増)

0人 )

3 実 施時期

平成23年 7月

4 事 業内容

( 1 ) 内 容

レクリエーシヨンなどの余暇支援、学校及び自宅等への送迎等

(2)対 象者

市内在住の知的、身体、精神障害等のある中学 ・
■校生

(3)利 用者負担額

報酬単価の1割負担、■だし以下の利用者負担上限月額を設定

生活保護世帯 ・市民税非課税世帯     0円

5 , 7 0 0 阿
市民税課税世帯

事業の概要

子ども育成部 子 ども福祉課 電話972-2,20(内 線2520)



主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

妊婦健康診査事 項

予 定  額 2 , 0 1 3 , 2 7 2 千 円

事業の概要

1 趣 旨

妊婦健康診査に?い て検査項目を追加することにより、母体

と胎児の健康確保の充実を図る。

2 内  容

(1)追 加検査項目 (検査は医療機関に限る)

血液型検査、血糖検査、成人T細 胞白血病ウイルス抗体

検査、クラミジア検査

(2)実 施時期

平成23年 4月

3 事 業内容

(1)公 費負担回数

14回 (望ましいとされる妊婦健康診査の受診回数)

(2)実 施場所

愛知県内の委託医療機関及び助産所

※愛知県外で受診した場合は健診費用の償遠払い制度あり

4 そ の他

公費負担 14回 のうち9回分の費用については、県の 「妊婦

健康診査支援基金」により2分の 1の補助

子育て家庭部 子 育て支援課 電 話 972-262｀ 9(内 線 2629)

担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

母子保健システムの開発

88, 371千 円

1 趣 旨

連晶言経髪警で案逢皇墨奮落3こと看た!滝蟹橿程讐屍罷啓留握愚
る。

2 事 業内容

(1)履 歴管理システムの開発

ア 個 人の受診情報の履歴管理

(ア)母 子健康手帳の交付状況

(ィ)乳 児家庭全戸訪関の実施状坪

(ウ)乳 幼児健康診査の受診状況

(ェ〉支援を要する母子の管理状況

1ァ計総景弩軍そ緊額3鵡翠雪尉晃鶴
(イ)個 別通知状の作成

(ウ)未 受診者名簿の作成

(2)健 診事業支払い 。

健診事業の審査

集計システムの開発

・支払い事務

3 効 果

(1)全 ての母子の一貫した受診履歴の把握によつて、個別の健康

支援ができる。

(2)未 受診者の早期把握によつて、児童虐待ハイリスク家庭の早期

発見につながる。

(3)個 別台帳の電算化及び審査 ・支払い事務の効率化によつて、 ↑

経費が削減できる。

事業の概要

子育て家庭部 子 育て支援課 電話972-2629(内 線 2629)
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

子どもあんしん電話相談事業
事 項

予 定  額 15, 804千 円

事業の概要

1 趣 旨

相談件数の増加に対応するため、年間を通 して相談体制を強化

することにより、子育て支援の充実を図る。
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2  相 談体制

常時 3名 体制

〔平成22年度2名(ただし、12月～2月は3名)〕

3 事 業内容

(1)相 談内容

ア 救 急相談

家庭での応急手当や見守り方、医療機関への受診の必要性など

イ 育 児相談等

育児や母子の健康に甲する相談など

(2)相 談 日 ・時間

平 日

土 ・日曜 日、

午後8時～深夜0時

祝日、年末年始  午 後6時 宇深夜0時

(3)電 話番号

933-1174

(い いナース )

子育て家庭部 子 育て支援課 電 話972-2629(内 線2029)
担 当  課
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 竜塑 重 週

特定不妊治療費助成事業

3 4 3 , 5 5 4 千 円

1 趣 旨

医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる配偶者間の特年不

妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療にかか

る経済的負担の軽減を図る。

国が事業を拡充することを受け、1年目の助成回数を拡大する。

2 内  容

(1)助 成回数

1年 目は3回 まで、 2年 目以降は2回 まで

(平成 22年 度 1年 につき2回 まで)

(2)適 用時期

平成23年 4月

3 事 業内容

(1)助 成対象

指定医療機関で受けた特定不妊治療費 (体外受精、頭微授精)

(2)助 成対象者

市内在住の婚姻をしている法律上の夫婦で、

夫婦合算の年間所得金額が730万 円未満の者

(3)助 成限度額

1回当たり 15万 円

(4)功 成期間等

通算 5年、通算 10回 を超えない

事業の概要

子育て家庭部 予 育て支援課 電 話972-2629(内 線 2629)
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主 な 施 策 等 一 覧 子 ど も 青 少 年 局

第2次DV基 本計画の宋定
事 項

予 定  額 1 , o 0 0 千 円

事業の概要

し
日

「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」の計

画期間が平成23年 度に終了するため、第 2次基本計画を策定

し、平成24年 度以降の本市におけるDV被 害者とその子ども。

親族の安心と安全に配慮した総合的なDV対 策の推進を図る。

事業内容

(1)検 討委員会の設置

(2)DV被 害者の実情の調査

(3)関 係機関、関係団体とのヒアリングなどの実施

(4)パ ブリウクコメントの実施  t拝
 …

子ども育成部 予 ども福祉課 電 話 355-1575(直 通)
担 当  課
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